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EU COMMISSION NOTICE -2020/C 349/01

EU委員会はCOVID-19による混乱を考慮し、 「欧州⽔域内における船舶の有
害物質インベントリに関するEUシップリサイクル規則に基づく義務の履⾏に関す
る指針」 に関する通知を採択しました。

主な懸念︓数千隻の船舶がIHMの義務に従うことができず、2020年
12⽉31⽇の期限までに必要な認定を受けられない可能性があります。

通知の⽬的︓2021年1⽉1⽇以降の船舶検査時のEU港湾当局の規制の施⾏
への統一したアプローチを確保するため、共通のガイドラインを確⽴することです。

この通知は2020年10⽉20⽇に発⾏されました。以下のリンクから⼊⼿可能です。

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_349_R_0001
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1. 概要
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 IHM関連義務の遵守の主たる責任は船主にあります。

 これら法的義務の遵守を監視することが、EU港湾当局の責任です。

 不可抗⼒（Force Majeure）はEU法で定められた概念の一つです。

 各船の状況をケースバイケースで EU港湾当局が精査します。

 BV船の担当オフィスはEUへ提出するエビデンスの提供に協⼒し、各船を⽀援します。
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2. 一般的な指針
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以下のCOVID-19に関連する⼆つの具体的なケースについて、統一したアプローチ
が提案されています︓

 ケースその1
有効なIHMインベントリ および/または 関連の証書*がない船舶

 ケースその2
船上サンプリング作業（品質チェックの意味合いの無作為方式のサンプリングも含む）を伴わない未完成のIHMインベントリと
関連の証書*を持つ船舶

* EU籍の場合: Inventory Certificate または Ready for Recycling

非EU籍の場合︓ Statement of Compliance

EU COMMISSION NOTICE 2020/C 349/01

3. COVID-19による不可抗⼒に相当する可能性のあるケース

最大6か⽉の期間（すなわち2021年6⽉30⽇まで）
適⽤を一時的に猶予することが提案されています。
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有効なIHMおよび/またはそれに伴う証明書がない船舶
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4. ケースその1

船主/船長の⽴証責任

IHMインベントリ作成作業の実施およ
び必要な適合証明を取得するために、
考えられるすべての方策を取ったという
証拠を提出する

例︓サンプリング契約書や検査申請書

例︓部分的に完成したIHM関連書類
や関連の適合証明を添付できなかった
理由の説明

この証拠を受け⼊れるか否か
PSC検査官が決定する
ケースバイケースの判断

•当該船舶の具体的な状況に応じて

•検査官の専⾨的な判断によって

EU SRRの発効から適⽤期限⽇までの
期間の⻑さを⼗分に考慮し、この期間
中に当該船舶の船主がこれらの義務の
遵守に備えたか、またどの程度まで準備
できたかを考慮する。

IHM関連書類はこの
検査終了後4ヶ⽉
以内に完成し承認さ
れなければならない

継続的な渡航や移動制限の
ためにこれらの当初の計画をさ
らに修正する必要がある場合

船主/船長は、当初の計画
が実⾏不可であったことを⽰
す書⾯の証拠を提⽰する必
要がある

次の検査を担当する検査官は
この証拠が受け⼊れられるかどう
かをケースバイケースで決定する

EU籍船で船舶を解撤ヤードに入れる場合 RfRC : 
Ready for Recycling Certificate (リサイクル
準備完了証明書) を取得する必要があります



© 2020 Bureau Veritas Marine & Offshore 7

船上サンプリング作業（品質チェックの意味合いの無作為方式のサンプリングも含む）を伴わない
未完成のIHMインベントリと関連の証書を持つ船舶

旗国が承諾している場合、リモ
ート検査／サンプリングが例外
として認められる
ケースバイケースの判断

COVID-19のパンデミックによる制限下に
おいて、いつ有資格のサンプル採取者が
IHMを完成することができるかを⽰した、⽂
書化された計画及び取決めは船内に保管
されなければならない。

継続的な渡航や移動制限の
ためにこれらの当初の計画をさ
らに修正する必要がある場合

船主/船長は、当初の計画が
実⾏不可であったことを⽰す書
⾯の証拠を提⽰する必要があ
る

次の検査を担当する検査官は
この証拠が受け⼊れられるかどう
かをケースバイケースで決定する
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5. ケースその2

この証拠を受け⼊れる
か否かPSC検査官が
決定する
ケースバイケースの判断

•当該船舶の具体的な状況に応じて

•検査官の専⾨的な判断によって

IHM関連書類はこの
検査終了後4ヶ⽉
以内に完成し承認さ
れなければならない

EU籍船で船舶を解撤ヤードに入れる場合 RfRC : 
Ready for Recycling Certificate (リサイクル
準備完了証明書) を取得する必要があります


